
訪問看護料金表　【医療保険】

1割負担 2割負担 3割負担

¥5,550 ¥555 ¥1,110 ¥1,665

¥6,550 ¥655 ¥1,310 ¥1,965

¥12,850 ¥1,285 ¥2,570 ¥3,855

¥2,780 ¥278 ¥556 ¥834

¥3,280 ¥328 ¥656 ¥984

¥12,850 ¥1,285 ¥2,570 ¥3,855

訪問看護基本療養費  （Ⅲ）
（在宅療養に備えた外泊時）

¥8,500 ¥850 ¥1,700 ¥2,550

¥7,400 ¥740 ¥1,480 ¥2,220

¥2,980 ¥298 ¥596 ¥894

早朝・夜間加算   ¥2,100 ¥210 ¥420 ¥630

深夜加算           ¥4,200 ¥420 ¥840 ¥1,260

¥4,500 ¥450 ¥900 ¥1,350

¥8,000 ¥800 ¥1,600 ¥2,400

¥4,300 ¥430 ¥860 ¥1,290

¥3,800 ¥380 ¥760 ¥1,140

¥3,000 ¥300 ¥600 ¥900

1割負担 2割負担 3割負担

¥5,400 ¥540 ¥1,080 ¥1,620

¥1,500 ¥150 ¥300 ¥450

¥2,650 ¥265 ¥530 ¥795

¥5,000 ¥500 ¥1,000 ¥1,500

¥2,500 ¥250 ¥500 ¥750

¥6,000 ¥600 ¥1,200 ¥1,800

¥2,000 ¥200 ¥400 ¥600

¥6,000 ¥600 ¥1,200 ¥1,800

¥3,000 ¥300 ¥600 ¥900

¥2,000 ¥200 ¥400 ¥600

¥20,000 ¥2,000 ¥4,000 ¥6,000

¥5,200 ¥520 ¥1,040 ¥1,560

■交通費

■死後の処置料

■日常生活用具、物品、材料費等

訪問看護基本療養費  （Ⅰ）
（同一建物居住者以外）

金額

訪問看護基本療養費  （Ⅱ）
（同一建物居住者）
同一建物内の複数（３人以上）の
利用者に同一日に訪問した場合

基本利用料（利用者負担金）

退院支援指導加算

24時間対応体制加算（1月につき）

訪問看護情報提供療養費（1月につき）

緊急時訪問看護加算（1日につき）

退院時共同指導加算（1月につき） （利用者の状態に応じ月2回を限度）

特別管理指導加算

月1回  ※2

月1回  ※3
特別管理加算（1月につき）

金額

看護師（週1回）

准看護師（週1回）

看護補助者（週3回）

訪問看護管理療養費
（1日につき）

長時間訪問看護加算（週1回まで）　※1

難病等複数回訪問加算

複数名訪問看護加算

在宅患者連携指導加算    （1月につき）

在宅患者緊急時等カンファレンス加算    （1月につき2回）

ターミナルケア療養費

[別表]

 （6時～8時・18時～22時）

（22時～6時）

1日2回の訪問

1日3回以上の訪問

月の初日

2日目以降

ロ　週4日目以降（1日1回につき）

イ　週3日まで（1日1回につき）

イ　週3日まで（1日1回につき）

ロ　週4日目以降（1日1回につき）

緩和・褥瘡ケアの専門看護師（同一日に共同
の訪問看護）月１回を限度

 （入院中に1回、厚生労働大臣が定める疾病
等は入院中に2回）

基本利用料（利用者負担金）

緩和・褥瘡ケアの専門看護師（同一日に共同
の訪問看護）月１回を限度

◎基本料金明細

◎病状やご希望の契約により下記の料金が加算されます

※1◎人工呼吸器を使用している状態にある方。

◎特別訪問看護指示期間の方。

◎特別な管理を必要とする方。（※2、※3）

※3◎在宅酸素・人工肛門・重度の褥瘡等の状態にある方など 。

※2◎気管カニューレ・留置カテーテル等を使用している状態に

ある方など。

◎その他の費用・保険適用外項目（利用者負担）

佐世保市在宅医療・介護連携協議会

長崎県訪問看護ｽﾃー ｼｮﾝ連絡協議会県北ﾌ゙ﾛｯｸ

平成29年10月1日現在

上記の対象者に対して1時間30分を超える 訪問看護を行った

場合に加算されます。


